
薬
物

再
乱

用
防

止
プ

ロ
グ

ラ
ム

［
対

象
］

保
護

観
察

に
付

さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
犯

罪
事

実
に
，
指

定
薬

物
又

は
規

制
薬

物
等

の
所

持
・
使

用
等

に
当

た
る
事

実
が

含
ま
れ

る
仮

釈
放

者
又

は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
（
特
別
遵
守
事
項
で
受
講
を
義
務
付
け
て
実
施

）

コ
ア

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

全
５

回
）

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
等
に
基
づ
き
，
保
護
観
察
所
に
お
い
て
，
個
別
又
は
集
団
処
遇
に
よ
り
学
習
（
保
護
観
察
官
が
実
施
）

【
方
式
】

お
お
む
ね
２
週
間
に
１
回
の
頻
度
で
原
則

と
し
て
３
月

程
度

で
全

５
回

を
修

了

【
内
容
】

依
存
性
薬
物
の
悪
影
響
と
依
存
性
を
認

識
さ
せ
，
自
己
の
問
題
性
に
つ
い
て
理
解
さ

せ
る
と
と
も
に
，
再
び
乱
用
し
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
習
得
さ
せ
る
。

第
１
回

薬
物

依
存

に
つ
い
て
知

ろ
う

第
２
回

引
き
金

と
欲

求
第

３
回

引
き
金

と
錨

第
４
回

「
再
発
」
っ
て
何
？

第
５
回

強
く
な
る
よ
り
賢

く
な
ろ
う

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
プ

ロ
グ

ラ
ム

修 了 後

【
方

式
】

お
お
む
ね

１
月

に
１
回

と
し
，
発

展
課

程
を
基

本
と
し
つ
つ
，
必

要
に
応

じ
て
他

の
課

程
を
，
原

則
と
し
て
保

護
観

察
終

了
ま
で
実

施

【
内

容
】

コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
履

修
し
た
内

容
の

定
着

を
図

り
つ
つ
，
薬

物
依
存
か
ら
の
回
復
に
資
す
る
発
展
的
な
知
識
及
び
ス
キ
ル
を
習
得

さ
せ

る
こ
と
を
主

な
目

的
と
す
る
以

下
の

３
つ
の

課
程

【
発

展
課

程
】

コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
履

修
し
た
内

容
を

定
着

，
応

用
，
実

践
さ
せ

る
（
全

１
２
回

）
。

【
特

修
課

程
】

依
存
回
復
に
資
す
る
発

展
的
な
知
識
及
び
ス
キ
ル

を
習

得
さ
せ

る
。

Ａ
ア
ル
コ
ー
ル
の
問
題

Ｂ
自
助
グ
ル
ー
プ
を
知
る

Ｃ
女
性
の
薬
物
乱
用
者

【
特

別
課

程
】

①
外
部
の
専
門
機

関
・
民

間
支

援
団

体
の

見
学

や
，
②

家
族

を
含

め
た
合

同
面

接
を
さ
せ

る
。

○
教
育
課
程
と
併
せ
て
，
尿
検
査
，
唾
液
検
査
又
は
外
部
の
検
査
機
関
を
活
用
し
た
検
査
に
よ
り
実
施
。

○
陰
性
の
検
査
結
果
を
検
出
す
る
こ
と
を
目
標
に
断
薬
意
志
の
強
化
を
図
る
。

保 護 観 察 の 開 始

保 護 観 察 の 終 了

資料２



・
定

期
的
に

連
絡
会

議
を
開
催
す
る
。
 

・
薬

物
依
存

者
の
支

援
に
関
す
る
人
材
の
育
成
に
努
め
る
。

 
・

知
見

の
共

有
等
に

よ
り
，
地
域
に
お
け
る
薬
物
乱
用
に
関

す
る

問
 

 
題

解
決
能

力
の
向

上
を
図
る
。
 

・
相

互
の
取

組
に
関

す
る
理
解
及
び
支
援
の
促
進
に

努
め
る

。
 

・
危

険
ド
ラ

ッ
グ
を

含
め
，
薬
物
依
存
は
大
き
な
社
会
問
題

と
な

っ
て

お
り
，

そ
の
対
策

は
政

府
の

重
要
な

政
策
課
題
の
一
つ
。
そ
う
し
た
中
，
薬
物
依
存
者
等

を
対

象
と
し

た
刑
の

一
部
の
執
行
猶
予
制
度
が
平
成
２
８
年

６
月

ま
で

に
施
行
。
 

・
薬

物
依
存

者
の
再

犯
（
再
使
用
）
の
防
止
は
，
刑
事
司
法

機
関

の
み

で
は
不

十
分
。
保

護
観

察
所

と
，
地

域
の
医
療

・
保
健
・
福
祉
機
関
及
び
民
間
支
援
団
体

と
の

有
効
か

つ
緊
密

な
連
携
体
制
の
構
築
が
不
可

欠
。
 

「
薬

物
依
存
の
あ
る
刑
務
所
出

所
者

等
の
支

援
に
関

す
る
地

域
連
携

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
概
要

 

策
定

の
背
景

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

概
要

地
域
支

援
体
制
の
構
築

 （
刑

事
施
設

入
所
中

の
支
援
）

 
・

刑
事

施
設

，
地
方

更
生
保
護

委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
は
，
出
所

後
に

必
要
な

支
援
等

に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
。
 

・
保

護
観
察

所
は
，

ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
，
出
所
後
の

社
会

復
帰
上

の
課
題

と
対
応
方
針
を
検
討
す
る
。
 

 
 
 

 
等
 

（
保

護
観
察

中
の
支

援
）
 

・
保

護
観
察

所
は
，

支
援
対
象

者
に
対
す
る
指
導
監
督
を
行
う
と
と

も
に

，
必
要

な
支
援

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
調
整
す
る
。
 

・
医

療
機
関

は
，
支

援
対
象
者

の
治
療
や
，
必
要
に
応
じ
て
関
係
機

関
に

対
す
る

情
報
提

供
等
を
行

う
。
 

・
都

道
府
県

，
精
神

保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
又
は
保
健
所
は
，
支
援
対

象
者

の
希
望

に
応
じ

，
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
実
施
す
る
。
 

・
福

祉
事
務

所
又
は

市
町
村
障

害
保
健
福
祉
主
管
課
は
，
支
援
対
象

者
の

希
望
に

応
じ
，

必
要
な
福
祉
的
支
援
を
実
施
す
る
。
 

・
関

係
機
関

は
，
保

護
観
察
所

等
の
求
め
に
応
じ
，
支
援
対
象
者
に

対
す

る
支
援

に
関
す

る
ケ
ア
会
議
等
に
出
席
す
る
。
 
 
 

 
等
 

（
保

護
観
察

終
了
後

の
支
援
）

 
・

保
護

観
察

所
は
，

支
援
対
象

者
の
希
望
に
応
じ
，
精
神
保
健
福
祉

セ
ン

タ
ー
そ

の
他
の

関
係
機
関
に
支
援
を
引
き
継
ぐ
。
 
 

 
等
 

薬
物
依
存
者
本
人
に
対
す
る
支
援

・
関

係
機
関

は
，
支

援
対
象
者

に
対
す
る
支
援
に
当
た
っ
て
は
，
本

人
の

意
向
と

と
も
に

家
族
の
意
向
を
汲
む
。
 

・
関

係
機
関

は
，
相

互
に
協
力

し
て
効
果
的
に
家
族
支
援
を
行
う
と

と
も

に
，
希

望
に
応

じ
，
保
護

観
察
終
了
後
も
支
援
を
行
う
。
等
 

家
族
に
対
す
る
支
援

・
精

神
疾
患

と
し
て

の
認
識
共
有
 

・
シ

ー
ム
レ

ス
な
支

援
 

・
民

間
支
援

団
体
と

の
連
携
 

 

基
本
方
針

保
護

観
察
所

，
都
道

府
県
等
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
，

保
健

所
，

福
祉

事
務
所

，
市
町

村
（
特
別
区
を
含
む
）
障
害
保
健
福
祉

主
管

課
，

刑
事

施
設
，

地
方
更

生
保
護
委
員
会
，
依
存
症
治
療
拠
点
機

関
及

び
薬

物
依

存
者

に
対
す

る
医
療
的
支
援
を
行
う
そ
の
他
の
医
療

機
関

 
 
 

関
係
機
関

・
必

要
な
情

報
は
，

他
の
機
関
又
は
団
体
に
お
け
る
情
報
の

取
扱

方
 

 
針

等
に
配

慮
し
つ

つ
，
共
有
す
る
。
 

・
支

援
対
象

者
に
関

す
る
情
報
共
有
は
，
原
則
と
し
て
本
人

の
同

意
 

を
得

る
。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

等
 

情
報
の
取
扱
い

総
 
論

各
 
論

資料３




